
４月
がつ

の保健目標
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 自分
じ ぶ ん

の体の様子
よ う す

を知ろう。 

                                       戸田市立笹目小学校 

                                                                    保健室 

                                                          令和５年４月号   

 

入学
にゅうがく

・進級
しんきゅう

おめでとうございます。新生活
しんせいかつ

がスタートし、楽
たの

しみや緊張
きんちょう

でドキドキしているのではないでしょうか。周
まわ

りの

環境
かんきょう

が変
か

わると、知
し

らないうちに体
からだ

に負担
ふ た ん

がかかります。しっかり休養
きゅうよう

もとって、毎日
まいにち

楽
たの

しく学校
がっこう

生活
せいかつ

を送
お く

ることができる

ようにしましょう。この 1年間
ねんかん

、みなさんが笑顔
え が お

で元気
げ ん き

に過
す

ごせるように、保健室
ほ け ん し つ

から応援
おうえん

しています。 

 

健康
けんこう

診断
しんだん

がスタートします！ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

各健診や検査については、学校医や検査業者と相談しながら、コロナウイルス 

やその他の感染予防に配慮して行います。 

 年度当初は、書類の提出や健診の準備等が多くありますが、ご協力の程どうぞ 

よろしくお願いします。体や心の健康について、気になることがありましたら、 

いつでもご相談ください。 

新型コロナウイルス感染症の学校での対策について 

○朝の健康チェックの徹底（シャボテンログを使用） 

○登校時、給食前の手指の消毒 

○手洗い、うがいの徹底 

 

１４ 金 発育測定（３・４年生） 

１７ 月 発育測定（あじさい・１・２年生） 

１９ 水 発育測定（５・６年生） 

２０ 木 耳鼻科健診（全校）１３：１５開始 

２５ 火 尿検査配付（全校） 

２６ 水 尿検査一次 

２７ 木 尿検査予備日 

２８ 金 心臓検診（１・４年生・昨年度欠席者）

９：００開始 

～おねがい～ 

＊発育測定は体育着で行います。頭上

で髪を結ばないようお願いします。 

＊視力検査（全員）を行うときに、めがね

を使用する児童は忘れずに持ってき

てください。 

色覚検査は毎年、４年生の希望者のみ

の実施となります。希望する場合は、色覚

検査申込書を担任までご提出ください。 

スポーツ振興センターの掛金は口座振

込となっております。同意書に関しまして

は、１年生のみ提出です。 

 

・発熱等の症状が児童本人

または、ご家族の方に見ら

れる場合は、登校を控えて

ください。欠席扱いにはな

りません。 

 



① 保健関係の配布物について 

 下記の保健関係の用紙は、必要なところを記入し、早めに学校に持たせてください。 

❤保健調査票（封筒に入れて全員に配布・１４日提出〆切） 

  日常の健康状態を知り、これから行われる健康診断の資料や病院に受診するとき等に使用します。 

 別紙「記入のしかた」を参考に記入してください。記入後は、記入漏れ等がないか確認して頂き、提

出をお願いします。 

❤「学校における気管支ぜんそくによるアレルギー疾患の対応について」（全員に配布・１４日提出〆切） 

  お子さんのぜんそくが学校生活で配慮や管理が必要な場合は、安全に学校生活を送っていただけ

るように、毎年『学校生活管理指導表』を提出していただくことになります。これは、医師に記入

していただく用紙で有料になります。お子さんの症状により『学校生活管理指導表』による管理を

希望する場合は、きりとりせん以下の用紙を提出してください。  

 

❤心臓検診調査票（１.４年生・昨年度欠席者のみに配布 ） 

（1年生＝入学式に回収、4年生・昨年度欠席者＝１４日提出） 

  １･４年生が実施する心臓検診のときに使用します。必ず記入もれのないようにお願いします。

（記入もれがあった場合は、確認のためご連絡させて頂きます。）心臓検診時に使用するので、必ず

期日に回収できるようご協力をお願いします。 

 

※ 学校でお子さんに事故や病気が起こった場合、『児童家庭連絡票』を使用することになっておりま

す。自宅、携帯電話及び勤務先等、必ず連絡のとれる電話番号を記入してください。また、連絡先

が変更になった場合は必ず学校にお知らせください。 

 保護者の方へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②保健室の対応と医療費給付について 

☀ 保健室では、学校でけがをしたときに手当て（応急処置）を行います。その後の手当てはご家庭でお

願いします。投薬などは行うことができませんのでご了承ください。 

☀ けがなどでお子さんが病院を受診する場合は、保護者の方に連絡をします。緊急の場合で保護者と連

絡が取れないときは、学校医や近くの病院を受診することもありますのでご了承ください。早退させる

ときは安全のため、必ずお迎えに来ていただくことになりますので、よろしくお願いします。 

☀ 学校感染症にかかったときは登校できません。登校するときは医師の指示が必要になります。  

証明書は必要ありません。感染症の疑いがあるときは、早めに医師の診察を受けてください。 

☀ 学校でけがをした場合、スポーツ振興センターの給付制度を利用するか確認していますが、こども医

療費助成制度と二重に利用しているケースが市内であるようです。そのため戸田市では、こども医療費

助成制度を利用した後、スポーツ振興センター給付制度の利用に切り換える場合には、『同意書・委任

状』の用紙を提出していただくことになりますので、ご承知ください。 

 


